
多
と
し
な
が
ら
も
、
私
は
彼
の
方
法
に
対
し
ザ
㌧
「
（

自
然
）
馳
麗
酌
な
あ
ま
り
に
塘
理
的
な
」
の
感
が
湧

く
の
を
蔽
い
え
な
か
っ
た
。
こ
の
卑
怯
に
よ
っ
て
捉

え
ら
れ
る
の
は
鴨
。
㈹
r
Q
Q
篇
溺
窪
冨
の
う
ち
規
律
的

な
毛
琴
師
働
を
逐
げ
る
も
の
の
み
で
あ
り
、
即
自
ら
、

、
一
郭
域
に
は
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
干
渉
像
に
は
包

括
さ
れ
え
な
い
特
色
が
あ
る
と
し
、
こ
の
当
該
地
域

の
個
性
酌
特
色
は
地
誌
学
の
と
り
扱
・
う
べ
費
問
題
領

域
で
あ
る
と
嚢
絹
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ

彼
の
設
楚
し
た
四
重
の
網
の
昌
よ
り
も
れ
る
よ
う

な
、
個
々
の
醜
域
特
麿
の
樵
格
…
一
－
た
と
え
ば
よ
り

複
雑
な
社
会
経
済
的
諸
現
〃
象
の
形
成
す
る
地
域
的
権

造
の
追
求
こ
そ
が
、
よ
り
本
質
的
な
地
理
学
の
課
題

で
は
な
か
っ
た
か
。

　
こ
れ
を
し
奄
ド
イ
ツ
約
と
い
5
の
で
あ
ろ
5
か
、

本
書
の
読
者
は
、
頃
者
の
積
み
か
さ
ね
ゆ
く
厳
密
な

．
概
念
規
定
を
一
歩
一
歩
追
跡
し
て
ゆ
く
こ
と
を
要
請

さ
れ
る
。
さ
し
ず
め
、
こ
の
稿
な
ど
は
、
　
《
書
評
》

の
厳
密
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
属
し
え
ず
、
香
た
ら
干
す

な
《
紹
…
介
》
に
な
り
お
わ
っ
た
憾
み
が
ふ
か
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
矢
守
一
彦
i

虚
血
≦
9
廷
月
白
。
♪
円
財
。
》
ぴ
ぴ
①
《

勲
謬
鳥
ヒ
⇒
騨
ぽ
○
℃
謡
o
O
h
臼
《

（
9
ミ
黛
馨
　
砺
、
疑
き
免
ミ

き
き
N
㌔
＾
蔑
』
塾
ミ
ミ
§
ミ
窓
、
｝

ぶ
～
●
訥
N
も
軌
N
）

　
英
国
荘
園
研
究
は
シ
著
ボ
｝
ム
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ア

ド
フ
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
以
来
古
典
的
に
薩
か
れ
尽

し
、
今
世
紀
に
入
っ
て
も
此
の
三
巨
匠
の
成
果
を
指

標
と
し
て
殆
ど
そ
の
水
準
以
上
に
鐵
る
事
ほ
困
難
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
申
に
も
中
批
荘
園
の
地
域
的
検

討
、
更
に
個
々
の
荘
園
の
あ
り
方
の
県
体
的
究
明
の

方
向
が
示
さ
れ
て
来
、
合
・
や
更
に
飛
躍
す
る
た
め
に

偲
々
の
荘
園
の
具
体
的
史
料
に
立
ち
還
ら
ね
ば
な
ら

な
い
事
が
意
識
さ
れ
て
い
る
実
轍
で
あ
る
。

　
此
の
様
な
段
階
に
お
い
て
、
前
に
G
・
G
・
ク
ー

ル
ト
ン
の
監
修
の
下
に
O
讐
き
点
々
①
㏄
貯
砂
塗
瞥
ρ

竃
。
集
。
〈
L
目
」
冷
碧
体
式
、
ぎ
薦
葺
を
世
に
贈
っ
た
剣
橋

大
掌
が
、
今
そ
の
跡
を
受
け
て
藁
薦
雛
鼠
窪
を
、
先

ず
囹
。
巳
§
創
地
方
に
属
す
る
】
ξ
〉
；
塗
と
、

困）

潤
q
o
捧
地
方
の
弓
避
く
馨
o
o
犀
｝
プ
げ
曙
と
に
関
し
て
発

表
し
た
事
は
実
に
意
義
深
い
事
で
あ
り
、
然
承
英
国

荘
園
研
究
上
極
め
て
問
題
の
多
い
二
つ
の
地
方
に
関

し
て
、
そ
の
所
謂
囲
6
コ
身
讐
窪
ご
暑
一
戸
霞
の
あ
り
方

を
究
明
し
た
此
の
両
護
の
撮
現
は
、
輩
困
荘
圏
研
究

に
興
味
影
．
抱
く
漕
の
鶴
蒼
し
て
待
つ
た
所
の
竜
の
で

あ
ろ
5
。

　
今
籔
に
紹
介
す
る
も
の
は
、
そ
の
申
の
第
一
巻
、

へ
．
謡
δ
〉
瓢
）
遭
p
【
廷
弱
鴇
。
℃
属
団
o
o
廟
影
団
、
．
μ
Φ
鶏
で

あ
る
が
、
そ
の
著
者
製
薯
錠
鋳
9
決
巽
は
、
先
ぎ
に

．
＝
δ
国
珠
葺
o
u
。
o
h
夢
。
≧
）
一
）
塁
o
h
つ
Q
實
〉
♂
§
．
δ
Q
σ
つ
G

及
び
口
、
冨
罰
ぞ
津
。
p
野
（
｝
占
8
　
｝
L
同
．
　
旨
〃
・
　
届
ゆ
晦
刈
）
を
発

表
し
て
い
る
事
を
併
回
し
て
お
く
。

　
籔
て
本
害
は
エ
リ
ー
修
道
院
兜
耕
の
説
…
閉
を
兼
ね

た
第
一
章
を
除
い
て
七
つ
の
章
よ
り
成
る
が
、
以
下

忠
実
に
太
籔
悶
を
紹
介
す
る
譲
と
す
る
。

　
先
ず
第
二
章
○
臨
σ
q
写
で
は
毎
回
蔵
前
ま
で
の
修

道
院
の
歴
史
を
述
べ
る
。
即
ち
、
八
糧
紀
の
切
①
号

の
教
会
史
を
参
．
考
と
し
て
十
二
批
紀
に
作
ら
れ
た
年

代
記
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
の
中
頃
劉
p
簿
艶
箒
σ
q
H
錠
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ル
ヴ
エ

ト
嘗
。
の
娘
罵
臼
巴
野
。
費
が
爾
O
団
汽
芝
ゆ
の
↓
○
巳
お
昏

に
嬰
ぎ
、
↓
o
夢
興
脾
の
死
後
寡
婦
旧
臣
と
し
て
得
た

南
O
罵
フ
諾
H
琶
。
。
h
置
団
に
修
道
院
を
建
て
自
ら

院
長
と
な
り
、
十
二
世
紀
に
到
る
と
あ
り
、
エ
リ
ー

修
道
院
の
起
源
を
遠
く
七
微
紀
に
ま
で
遡
り
そ
の
長

い
歴
史
を
装
飾
し
て
い
る
。

　
所
が
此
の
年
代
寵
の
記
述
は
極
め
て
疑
お
し
く
、

80　（tL152）



評

実
は
o
Q
ド
翻
夢
。
踏
お
爲
p
曽
か
七
世
紀
に
修
道
院
へ
贈
っ

た
土
地
と
は
、
団
鼠
。
の
云
う
罰
p
湊
｝
昌
屯
鉾
の

（
器
σ
q
ご
即
ち
回
巴
馨
q
o
団
膨
ゼ
と
云
う
高
地
の
み
で

あ
り
、
中
世
（
及
び
今
臼
の
）
H
ω
凝
o
h
図
ぞ
を
縮
さ

な
い
。
叉
此
の
修
道
院
は
年
代
記
の
云
5
様
に
七
世

紀
葛
笹
。
缶
お
9
の
建
設
に
か
か
る
と
嚢
》
つ
の
は
偽

作
で
あ
り
、
実
は
そ
れ
が
九
世
紀
の
デ
ー
y
人
侵
入
、

或
は
十
世
紀
の
ヴ
ェ
セ
ッ
ク
ス
王
の
侵
入
に
よ
り
、

一、

c
確
か
に
断
絶
し
て
居
り
、
そ
の
後
九
七
〇
騒

騒
島
㈹
弩
王
の
憲
章
に
よ
り
諮
さ
れ
て
Q
自
貯
鵠
臼
⑦
宴
、
o
鳳

が
エ
リ
ー
修
道
院
を
再
建
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
次

第
に
所
領
を
拡
大
し
て
中
世
の
囲
皿
ざ
O
h
国
ぞ
に
及

ん
だ
事
を
考
証
し
、
以
上
の
故
に
中
世
エ
リ
ー
修
道

院
の
起
源
は
受
口
σ
q
裟
王
の
再
建
憲
章
に
あ
る
の
で

あ
り
、
年
代
記
に
見
え
る
七
世
紀
の
c
Q
酒
醤
昏
。
峯
お
魯

の
創
設
に
関
す
る
記
述
は
中
世
エ
リ
ー
修
道
院
の
趨

源
と
無
関
係
で
あ
る
と
云
5
。

　
然
ら
ば
、
九
七
〇
年
に
再
建
さ
れ
た
修
道
院
の
領

地
は
憶
説
に
し
て
拡
大
さ
れ
て
行
く
か
。
大
体
九
七

五
年
切
匙
げ
Q
錠
王
の
豊
頃
を
境
と
し
て
前
期
と
後
期

と
に
分
た
れ
る
が
、
前
期
は
王
の
援
助
を
受
け
ズ
土

地
を
計
画
的
に
購
入
蓄
積
し
て
行
っ
た
が
、
丁
度
王

の
亮
後
一
時
頓
挫
し
、
や
が
て
後
期
に
入
っ
て
修
道

塊
の
パ
ト
ロ
ン
が
繊
来
、
彼
ら
の
後
援
の
下
に
莫
大

な
土
地
寄
進
が
進
み
、
修
無
腰
自
体
の
欝
蜘
穐
は
な

い
が
、
当
疇
の
社
会
変
動
・
土
地
再
分
配
の
事
情
を

反
映
し
つ
つ
、
エ
リ
ー
修
道
院
の
士
堀
蓄
積
が
進
ん

で
行
っ
た
様
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
修
道
院
の
当
初
の
一
管
窪
槻
は
、
再
建
憲

章
及
び
轡
餌
≦
網
島
植
≦
三
剛
p
舅
王
達
の
毛
「
営
め
文
言

よ
り
要
せ
ら
れ
る
様
に
、
単
に
科
料
を
徴
収
す
る
財

政
約
蒋
権
に
す
ぎ
ず
、
開
廷
・
裁
判
権
を
含
露
な
か

っ
た
が
、
征
服
の
前
後
よ
り
、
次
第
に
開
廷
・
裁
判

権
を
加
え
て
行
ぎ
、
エ
リ
ー
修
道
院
領
が
拡
大
し
て

H
ψ
ざ
（
飛
騨
ゼ
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
共
に
、
征
服
時

代
よ
り
そ
の
領
主
権
亀
発
展
し
て
、
益
監
そ
の
従
属

「
す
る
土
地
・
人
民
を
修
道
院
の
ま
乱
p
H
8
爲
湊
に
強

く
結
び
付
け
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。

　
第
三
章
巳
δ
9
負
団
語
誌
門
戸
｝
婁
簿
窪
§
0
3
㊦

翼
寝
違
鷺
O
§
ρ
器
鴇
で
は
、
そ
の
領
地
経
営
と
従
属

民
の
給
付
事
情
を
吟
聾
し
、
併
せ
て
征
服
が
齎
し
た

成
果
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
体
エ
リ
ー
修
道

院
の
直
領
地
の
費
ヨ
静
麟
。
，
頴
8
彰
は
十
一
世
紀
初

め
の
〉
こ
ぎ
け
困
き
塗
鴨
に
よ
り
体
系
づ
け
ら
れ
修

道
院
共
同
体
の
基
礎
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
然

し
そ
の
h
§
嵐
茜
ω
巻
藁
＃
　
は
時
々
に
変
動
し
食
物

地
代
が
相
当
金
納
化
さ
れ
た
。
所
が
此
れ
は
、
直
ち

に
考
え
ら
れ
る
様
に
自
然
経
済
よ
り
貨
幣
経
済
へ
の

変
動
に
よ
る
と
す
る
事
は
霜
雪
爾
早
で
あ
っ
て
、
そ

の
虚
し
い
金
納
地
代
は
碕
お
古
い
鴨
§
影
と
同
様
の

鷲
義
し
か
持
つ
竜
の
で
な
く
、
又
伝
統
と
し
て
十
三

・
四
世
紀
蓬
亀
h
p
導
が
続
い
て
い
る
黙
亀
忘
れ
ら

れ
て
は
な
ら
ず
、
十
一
世
紀
の
領
地
経
済
は
、
近
代

的
に
経
済
変
動
を
愛
心
と
・
し
て
説
明
す
べ
ぎ
も
の
で

な
い
事
が
強
調
さ
れ
る
。

　
所
で
征
服
前
後
の
○
峯
｝
讐
夢
≧
・
ぎ
沖
に
対
す

る
農
昆
の
負
担
は
ど
の
様
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
際
、

三
更
の
身
分
の
区
甥
が
必
ず
し
も
経
済
事
情
の
区
甥

と
は
な
ら
ず
、
岡
じ
身
分
の
翼
翼
で
も
そ
の
保
有
条

件
の
差
異
に
よ
り
そ
の
瀧
務
に
種
々
な
差
異
の
あ
る

事
が
強
調
さ
れ
る
が
、
此
処
で
灘
農
の
賦
役
は
、
領

主
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
直
領
地
耕
作
の
％
程
度
を
満

す
に
す
ぎ
ず
、
億
の
％
は
厨
鶴
労
働
と
か
奴
隷
労
働

に
よ
り
賄
わ
れ
た
事
、
叉
十
三
世
紀
の
領
主
反
動
の

時
代
で
癒
賦
役
の
外
に
賃
銀
労
働
が
相
妾
あ
り
、
賃

銀
労
働
が
荘
園
の
成
立
と
共
に
必
須
の
労
働
力
と
し

て
予
定
さ
れ
て
い
た
と
い
憂
事
が
注
百
さ
れ
る
。

　
次
ぎ
に
自
陥
人
に
就
い
て
も
隷
農
と
同
様
に
種
々

の
者
を
含
む
が
、
9
土
地
の
種
類
に
よ
り
昏
⑦
」
q
三
差
負

と
m
o
冨
回
讐
島
と
の
二
つ
に
分
け
、
セ
イ
ン
ラ
ン
ド

は
一
般
に
自
由
に
手
放
し
得
な
い
土
地
で
、
そ
れ
に

は
ぎ
ぎ
尻
9
三
の
m
謹
言
3
　
ま
り
農
耕
奉
仕
に
到
る
種
8！　（2・　53）



々
な
負
担
を
伴
・
う
が
、
ソ
ッ
ク
ラ
ン
ド
は
大
体
農
耕

奉
仕
の
要
求
さ
れ
る
土
地
で
、
初
め
の
内
は
自
由
に

手
放
し
得
る
土
地
で
あ
り
、
従
而
そ
の
ゆ
鼻
。
は
土

地
に
維
び
付
い
た
硫
。
】
お
で
な
く
鷲
奉
書
窪
い
。
冨
で

あ
っ
た
が
、
次
第
に
・
・
G
冨
が
土
地
に
結
び
付
く
様

に
な
り
、
そ
の
販
売
の
白
回
由
も
狭
め
ら
れ
て
セ
イ
ン

ラ
ン
ド
と
変
ら
ぬ
様
に
な
っ
た
。
即
ち
℃
。
「
巴
に
巳

。
茎
讐
嵩
9
・
が
仲
霞
ぎ
・
Σ
。
導
σ
q
註
。
・
と
さ
れ
、

≧
）
ゴ
露
の
魯
ヨ
ぎ
陣
二
彰
が
次
纂
に
強
化
さ
れ
て
行
く

の
で
あ
っ
た
。
　
又
同
様
に
8
ヨ
彰
。
＆
蝕
。
昌
竜
初
め

は
必
ず
し
も
ω
o
謬
を
伴
わ
な
か
っ
た
も
の
が
、
此

れ
亦
征
服
を
契
機
と
し
て
、
修
道
院
の
強
力
な
領
主

権
の
下
に
鵬
。
｝
お
を
伴
わ
せ
ら
れ
て
行
く
。

　
斯
様
に
し
て
征
服
は
○
峯
麟
⇔
讐
匹
ピ
も
。
o
畠
ぐ
の

複
雑
な
様
相
を
整
理
す
る
と
共
に
、
又
急
速
に
そ
れ

を
h
o
薮
御
寝
8
に
編
入
し
て
行
き
、
征
服
時
の
修

道
院
領
内
の
従
属
関
係
の
混
乱
に
伴
う
外
部
よ
り
の

闘
入
者
よ
り
修
道
院
領
を
穿
る
と
’
云
5
美
名
＠
下

に
、
そ
の
代
償
と
し
て
修
道
院
に
対
し
て
軍
役
を
賦

懇陣

ｵ
（
高
O
犀
巳
㈹
苧
環
．
隔
①
o
切
）
、
修
道
院
領
を
ノ
ル
一
、

ン
王
朝
の
封
建
的
ヒ
エ
テ
ル
ヒ
ー
の
巾
に
入
れ
て
了

い
舅
の
象
孚
巴
ご
疑
。
環
た
ら
し
め
る
。
即
ち
征
服
は

エ
リ
r
そ
の
他
の
領
主
達
の
伽
9
三
和
巴
質
を
強
化
せ

し
め
る
と
共
に
量
撃
砕
湊
p
｛
。
へ
の
傾
斜
を
急
に
し

て
行
く
も
の
で
あ
っ
た
、
。

　
繁
四
章
曵
δ
鋸
＆
δ
ぎ
…
湾
p
謹
。
鷺
ぎ
聾
・
・
ぎ
マ

臨
o
o
h
謁
ξ
で
は
、
エ
リ
ー
が
修
道
院
と
し
て
の
歴

史
を
終
え
て
、
一
一
〇
九
年
の
宗
教
会
議
に
よ
り
僧

正
管
区
が
作
ら
れ
、
修
道
院
は
分
離
独
立
し
た
が
、

以
下
エ
リ
ー
僧
正
管
区
の
経
済
構
造
を
考
え
る
。

　
元
来
O
覧
旨
O
℃
巳
巧
言
8
切
は
P
ご
σ
喫
ポ
⑳
陰
箕
撃
と

は
異
な
り
、
世
俗
的
仕
事
が
多
い
た
め
に
そ
の
組
織

も
大
規
模
で
且
つ
融
通
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
縮

当
早
く
よ
り
物
納
よ
り
竜
金
納
地
代
の
方
を
便
利
と

し
、
又
そ
の
様
な
大
き
な
経
済
機
構
運
鴬
の
た
め
に

大
き
な
ご
霞
。
磐
。
轟
身
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
の
様

な
大
き
な
官
僚
的
経
濱
機
構
の
下
に
お
い
て
鼠
農
民

の
自
由
・
慣
習
の
力
は
大
き
く
、
エ
リ
ー
の
如
き

h
。
嵩
や
剛
臭
＄
伸
の
多
い
地
方
で
は
新
し
い
開
拓
地
が

農
昆
達
の
自
由
な
権
利
を
暴
く
む
好
適
の
場
と
な
っ

た
。

　
又
領
内
の
運
搬
賦
役
の
意
義
が
領
内
機
構
運
営
の

上
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
事
も
淫
意
さ
れ
、
農
民

達
の
運
撮
賦
役
に
よ
り
領
内
の
交
易
夏
引
が
盛
ん
に

な
り
、
更
に
市
場
と
市
場
と
の
遮
絡
…
も
行
わ
れ
て
相

当
大
規
模
な
商
業
の
成
立
を
も
可
能
な
ら
し
め
た
事

’
が
強
調
さ
れ
、
又
此
処
で
、
エ
リ
ー
僧
正
領
の
労
働

力
構
成
に
ふ
れ
、
当
磯
の
祉
会
変
動
・
蘭
業
の
股
盛

に
対
応
し
て
、
比
較
的
変
動
性
の
あ
る
賃
銀
労
働
が

露
露
な
労
働
力
供
給
源
と
し
て
利
絹
さ
れ
た
事
を
述

べ
る
。

　
次
ぎ
に
籔
領
地
よ
り
の
現
物
収
入
が
収
入
全
体
の

四
〇
％
し
か
占
め
ず
半
分
以
上
は
貨
幣
地
代
収
入
で

あ
り
、
そ
の
貨
幣
地
代
収
入
の
半
分
以
上
が
慣
習
地

代
で
な
く
o
o
三
旨
9
轟
＝
〇
三
で
あ
っ
た
と
云
う
注

目
す
。
へ
き
現
象
を
、
僧
正
領
全
体
の
経
済
発
展
よ
つ

。
芹
。
宕
5
σ
q
尻
。
躍
に
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
略
賓
十

三
世
紀
初
め
迄
は
荘
園
役
人
が
直
接
指
導
し
た
開
墾

に
よ
り
薩
領
地
が
増
加
し
、
一
方
で
次
第
に
滋
少
し

て
行
く
く
強
扇
ぎ
に
対
し
負
担
を
増
徴
し
て
行
っ
た
。

所
が
そ
の
給
付
は
実
は
十
三
世
紀
に
は
約
三
分
の
一

が
売
ら
れ
て
居
り
、
＜
卿
ぎ
冒
よ
り
負
担
を
増
徴
す
る

9
事
は
そ
れ
埋
け
金
納
化
を
促
進
す
る
事
と
な
り
、
十

三
世
紀
後
灘
に
入
っ
て
く
箋
9
ぎ
ρ
σ
q
o
の
塘
代
帳
が
編

纂
さ
れ
て
　
（
誌
蟄
）
一
応
く
≡
窟
ぎ
の
負
担
が
固
定

す
る
や
、
余
劇
の
賦
役
給
付
は
、
丁
度
そ
の
頃
よ
り

始
ま
る
直
領
地
の
定
期
小
作
化
に
よ
る
直
領
地
の
滋

少
と
網
侯
っ
て
、
益
女
金
納
化
さ
れ
て
行
く
傾
向
が

強
く
な
り
、
更
に
又
小
作
地
さ
え
亀
農
民
の
間
で
定

期
販
売
乃
至
貸
借
さ
れ
て
行
き
、
斯
様
に
し
て
十
三

批
紀
後
半
に
は
、
当
時
の
農
罠
間
の
土
地
市
場
の
成

立
、
く
強
p
ぎ
｛
o
琴
彰
〇
三
の
単
位
の
崩
壌
を
’
事
実
に
反
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瞭
さ
せ
乍
ら
、
金
納
地
代
の
増
潴
が
顕
著
と
な
っ
て

く
る
。

　
所
で
此
の
十
…
二
世
紀
の
金
納
は
そ
れ
以
前
の
金
納

と
異
な
り
、
慣
轡
賦
役
の
金
納
は
只
だ
一
部
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
大
部
分
は
、
十
三
世
紀
に
諮
蓋
し
た
蘭
墾

勉
に
お
け
る
画
地
保
磁
渚
の
支
払
う
も
の
で
あ
っ

た
。
即
ち
開
墾
の
多
く
出
来
る
地
方
で
は
金
納
誌
代

が
進
み
、
開
墾
の
少
い
地
方
で
は
相
変
ら
ず
賦
役
が

納
ぬ
ら
れ
て
い
る
事
は
そ
塾
で
あ
り
、
そ
れ
は
貨

幣
経
済
へ
の
転
化
と
は
関
係
な
く
開
墾
の
便
宜
上
よ

り
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
歎
う
示
唆
多
き
考
察
を

試
み
る
。
叉
変
動
性
の
あ
る
縫
期
の
8
算
§
o
ε
巳

話
調
．
亀
非
常
に
増
大
し
、
且
つ
十
三
世
紀
の
経
濱
変

鋤
・
物
価
宵
岡
を
乗
り
切
る
た
め
に
溢
甲
高
く
貸
付
け

ら
れ
、
斯
く
し
て
懸
正
の
企
業
活
動
の
進
展
と
共

に
、
慣
習
的
貨
幣
矯
代
及
び
契
約
地
代
は
縮
並
ん
で

増
大
し
十
五
世
紀
の
金
納
時
代
へ
推
移
し
て
行
く
。

　
第
五
章
評
器
馨
ξ
。
　
然
ら
ば
次
ぎ
に
農
民
は
ど

の
様
な
社
会
経
済
納
動
き
を
取
る
か
が
次
ぎ
の
問
題

と
な
る
。
此
処
で
は
農
民
を
、
。
・
窪
島
艶
8
を
含
め
た

自
由
人
と
、
然
ら
ざ
る
く
一
ご
p
ぎ
と
に
分
け
て
考
え

て
行
く
が
、
そ
5
し
た
自
由
人
の
中
に
は
、
自
由
に

手
放
す
事
の
出
来
な
い
隷
属
的
な
老
、
云
い
換
え
れ

ば
露
で
く
浅
ρ
ヲ
で
あ
っ
た
の
が
種
々
な
契
磯
に
よ

り
お
導
ら
喫
ぎ
鵬
8
コ
§
仲
に
な
り
上
り
自
融
人
の
グ

ル
ー
プ
に
入
っ
て
来
た
君
が
自
然
に
含
ま
れ
て
く
る

が
、
概
し
て
自
［
由
入
の
間
で
は
、
十
三
世
紀
前
半
に

既
に
相
当
霞
由
に
土
地
売
買
が
な
さ
れ
て
居
り
、
然

・
も
そ
の
土
地
市
場
は
自
由
人
の
間
際
け
で
な
く
、

く
圃
＝
p
ぎ
を
も
含
み
、
　
更
に
翼
鼠
。
ぎ
謬
。
（
）
＝
ξ

等
に
見
ら
れ
る
男
子
聞
の
地
塊
分
割
網
影
野
等
に
よ

り
益
≧
そ
の
発
展
を
促
進
さ
れ
、
自
由
人
の
土
蛾
鏡

膚
関
係
は
極
め
て
複
雑
に
な
っ
て
来
る
。
そ
し
て
そ

の
様
な
土
地
市
場
の
成
立
の
結
果
、
一
方
に
ヨ
ー
マ

ン
的
寓
…
農
、
他
｛
カ
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
け
的
脅
輪
機
を
生
む

結
果
と
な
り
、
自
由
人
の
中
に
も
貧
寓
種
々
な
階
勝

が
含
ま
れ
る
事
と
な
っ
て
来
る
。

　
一
方
く
≡
9
ぎ
に
就
い
て
も
、
　
一
二
五
一
年
に
大

体
法
的
規
建
が
な
さ
れ
一
応
外
形
は
決
っ
た
が
、
そ

の
経
済
事
情
は
此
れ
亦
種
々
な
翫
弄
を
含
む
も
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
十
三
世
紀
劒
め
迄
は
爾
お
典
型
的
な

く
竃
旦
冨
が
あ
っ
た
が
、
次
第
に
く
三
ρ
貯
の
身
分
と

土
地
保
有
と
は
離
れ
始
め
、
農
昆
間
の
社
会
変
勤
・

土
地
市
場
の
成
立
ど
云
5
波
乱
の
中
に
、
ぐ
∋
9
ぎ
の

土
地
女
塾
量
の
基
準
も
崩
れ
始
め
、
そ
の
結
果
と
し

て
く
監
巳
⇒
の
自
由
人
へ
の
転
化
が
多
く
な
る
が
、

叉
一
方
で
、
開
墾
地
が
．
＜
三
野
努
σ
⇒
。
と
さ
れ
た
り
、

或
い
は
従
来
の
一
人
の
保
膚
地
が
一
一
人
に
分
劉
保
麿

さ
れ
て
文
書
に
な
い
無
名
ゐ
ノ
、
三
魯
冒
多
出
6
ぎ
お
聾
勺

碧
q
o
屋
亀
窪
ら
亀
多
く
存
在
し
、
僧
正
の
膚
限
…
な
財

源
と
な
っ
て
い
た
事
が
付
け
茄
…
え
ら
れ
る
。

　
無
様
に
し
て
ぐ
密
p
冒
も
、
保
膚
寒
の
分
割
、
売

買
等
に
よ
り
費
欝
二
つ
の
階
層
に
分
れ
、
冨
め
る

く剛

p
汐
は
、
次
第
に
僧
正
の
支
配
よ
り
離
れ
宥
き
、

後
に
慣
習
小
作
入
化
す
る
と
云
う
展
望
竜
な
さ
れ
る

が
、
と
も
か
く
一
般
ζ
彰
諺
。
魯
H
固
諮
ぎ
乙
は
前

世
紀
の
遺
物
ど
な
り
つ
つ
あ
り
、
十
五
世
紀
の

需
p
二
二
慰
護
封
冨
幽
　
へ
の
推
移
が
急
と
な
っ
て
行
く

の
で
あ
る
。

　
綿
弟
山
ハ
出
目
　
6
プ
O
国
O
質
O
忌
門
O
恥
Q
α
『
飼
卵
げ
包
q
「
の
島
P
　
で

は
、
ぎ
ぎ
霞
の
組
織
及
び
そ
の
展
開
を
考
察
す
る

が
、
ぎ
曇
霞
　
の
歴
史
は
大
体
征
服
よ
り
始
ま
り
、

最
初
は
、
征
服
王
の
軍
事
保
転
地
を
作
る
慧
志
と
修

道
院
の
土
地
蓄
積
欲
と
が
一
致
し
て
、
一
〇
七
〇
年

頃
に
図
落
ぎ
き
霞
に
肩
書
謬
鐸
彰
畠
の
葺
貯
舅
と
し
て

A
O
ζ
屯
崇
”
諭
舘
が
割
当
て
ら
れ
た
が
、
所
が
次

第
に
王
と
教
会
と
の
利
害
が
晃
離
し
、
且
つ
ロ
ー
マ

教
会
側
の
指
令
も
あ
っ
て
、
十
二
世
紀
に
は
数
会
の

ぽ
霧
回
収
運
動
乃
至
冷
醗
の
数
の
引
下
げ
が
行
わ

れ
た
が
、
結
局
ヤ
ニ
世
紀
の
後
半
、
ヘ
ン
リ
ー
ご
世

時
代
に
入
っ
て
王
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ブ
の
下
に
一

応
冷
。
の
数
が
確
め
ら
れ
、
　
】
轟
ぞ
ぎ
き
曙
の
封
建
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醜
社
会
機
構
も
整
備
さ
れ
て
く
る
。

　
然
ら
ば
そ
の
断
三
讐
仲
と
は
知
何
な
る
者
で
あ
っ

た
か
。
此
れ
は
王
の
ぎ
「
o
謂
で
あ
り
駕
ぐ
ぎ
き
震
の

ぎ
門
§
で
な
ぐ
、
元
来
は
征
服
当
時
功
績
の
あ
っ
た

古
い
二
期
達
で
あ
っ
た
が
、
後
に
虚
し
い
貴
族
も
加
…

わ
り
大
小
様
々
の
酬
）
鍵
。
屋
が
出
来
た
が
、
又
養
ギ

貌
蓉
「
も
同
様
に
王
の
執
事
、
紳
士
階
級
よ
り
農
民

出
身
者
に
到
る
迄
種
々
な
身
分
・
経
済
状
態
の
人
を

含
ん
だ
。
然
も
†
三
世
紀
当
蒔
の
祉
会
変
鋤
に
よ

り
、
そ
の
】
良
磯
葺
、
。
・
津
。
も
離
腰
受
唇
兼
併
さ
れ
、

ぎ
『
（
旨
階
級
の
中
に
は
下
落
す
る
者
と
上
昇
す
る
者

と
十
方
種
々
な
人
々
を
生
み
出
し
て
く
る
。

　
叉
、
僧
正
と
彼
等
渉
凱
σ
q
算
ψ
と
の
関
係
も
、
直
接

采
領
す
る
者
は
少
く
な
り
、
次
第
に
・
・
各
貯
け
鼠
裁
書

が
多
く
な
り
、
そ
の
様
な
土
地
所
有
関
係
の
複
雑
化

の
故
に
需
「
岩
霧
＝
o
鴇
ξ
も
簿
れ
行
き
、
同
時
に

冤
役
徴
収
も
評
。
巳
な
鴇
無
p
讐
徴
収
に
変
っ
て
行

き
、
果
て
は
他
の
慣
習
地
代
と
同
じ
意
昧
し
か
持
た

な
く
な
っ
て
了
5
。

　
又
そ
の
変
動
と
共
に
、
領
主
の
｝
δ
蓉
臨
巳
8
惣
答

為
退
化
し
て
行
き
、
十
三
世
紀
後
半
よ
り
そ
の
仕
毒

は
科
料
徴
収
の
み
の
財
政
的
仕
事
の
み
に
限
ら
れ
、

楢
正
と
営
。
と
の
関
係
は
薄
れ
、
ぎ
ぎ
霞
－
一
h
薯
島
巴

。
。
諺
ヨ
§
州
¢
は
騨
。
a
8
嵜
言
三
ぐ
に
退
化
す
る
。

そ
し
て
ぎ
雛
◎
霞
の
機
織
…
の
期
様
な
崩
壊
と
共
に
封

建
王
政
組
織
が
強
力
に
主
張
さ
れ
姶
め
、
｝
δ
ぎ
養
が

漸
次
王
覇
組
織
下
に
入
れ
ら
れ
て
行
く
傾
向
が
著
し

く
な
る
。

　
第
七
章
、
｛
．
｝
δ
一
き
。
門
受
c
h
砿
こ
の
戸
ぎ
一
費
。
費
で
は
、

僧
正
の
持
っ
て
い
た
裁
判
行
政
的
特
権
を
考
え
て
行

く
。
先
ず
そ
の
特
権
は
、
甘
費
。
黒
蓋
囲
塾
a
略
”
p
（
r

慈
＝
韓
山
地
く
。
震
ぞ
一
算
蒔
ρ
静
o
a
箕
葺
二
女
。
の
三

つ
よ
り
成
る
が
、
そ
の
特
権
は
、
強
引
に
王
の
行
政

官
の
領
域
に
迄
侵
入
し
、
慶
≧
州
知
事
が
行
う
様
な

色
々
な
裁
判
を
も
行
っ
た
。
然
し
斯
様
な
特
権
も
、

大
体
直
領
地
の
み
に
限
ら
れ
て
屠
り
、
又
H
象
亀

国
落
を
除
い
て
は
、
そ
の
特
権
は
決
し
て
王
の
行

政
、
王
の
裁
判
よ
り
独
立
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
事

が
注
慧
さ
れ
る
。

　
今
、
特
に
古
く
よ
り
謬
毎
毎
四
¢
を
持
つ
H
u
δ

亀
図
蔓
を
採
り
上
げ
て
み
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
古
さ

の
故
に
、
統
一
性
の
な
い
複
雑
な
構
造
を
持
っ
て

居
る
。
即
ち
、
ノ
く
邑
）
巳
二
三
μ
黛
象
は
行
政
的
経

済
的
に
統
一
体
を
な
し
て
は
い
る
が
、
ノ
く
ぎ
鋸
。
乙

ぎ
呂
お
幽
は
行
政
的
単
位
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

国
燭
ぎ
鑓
器
餌
に
到
っ
て
は
全
く
雑
然
と
し
て
い
る
。

　
即
ち
、
藁
k
剛
毎
ρ
自
象
で
は
申
心
の
。
○
篇
簿
が
な

く
、
2
費
＆
ヒ
d
髪
ε
諺
が
そ
れ
に
当
る
ら
し
い
が
、

そ
こ
で
は
領
主
裁
判
的
事
務
も
行
わ
れ
て
居
り
、

く
≡
賢
ぎ
の
み
の
8
篇
陰
の
様
で
あ
り
、
又
自
由
人
は

2
「
ぎ
℃
巳
9
篇
へ
訴
訟
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
此
れ
は

実
は
、
叢
話
と
芝
ぎ
ξ
o
乙
と
は
元
来
一
つ
の
も
の

で
2
「
劉
傷
。
嘗
罵
の
下
に
統
轄
さ
れ
て
い
た
が
、
後

に
分
離
し
、
ξ
謬
論
。
己
は
独
立
し
た
ξ
民
お
自

o
O
F
箕
を
持
つ
様
に
な
っ
た
が
、
　
｝
の
ぞ
に
は
僧
正
の

尾
巳
p
艶
お
旨
）
o
陰
械
が
残
さ
れ
た
の
で
、
　
分
離
後
十

購
・
五
世
紀
に
は
国
て
の
冨
錠
片
。
口
8
q
陰
（
一
領
主

怯
廷
）
が
罪
責
邑
8
凝
議
簾
庚
象
2
卿
。
昌
を
兼
ね
る
様
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
斯
様
に
剛
崔
盈
「
①
臼
o
o
鼠
の
あ
り
方
は
、
’
エ
リ
ー

僧
正
の
持
つ
一
叢
冨
缶
鼠
¢
の
歴
史
的
事
情
に
よ
り
複

雑
な
展
協
を
示
し
て
爽
、
芝
ぎ
謀
。
為
ゴ
＆
お
q
で

は
普
通
の
場
合
と
同
様
領
主
法
廷
的
な
色
彩
は
全
く

見
ら
れ
な
い
が
、
叢
団
の
罵
p
急
。
口
。
書
類
で
は
元
来

の
領
主
法
廷
的
な
事
務
め
外
に
剛
三
＆
お
島
6
暑
嵩
の

事
務
を
も
兼
ね
る
様
に
な
り
、
芝
陣
い
匿
。
剛
二
謡
捧
砕
銀

。
（
差
跳
で
は
そ
の
ぎ
邑
暢
。
q
の
土
地
が
全
部
僧
正
の

も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
ぎ
滋
δ
臼
8
霞
斤
が
領
主
法
廷

的
事
濡
を
兼
ね
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
所
で
一
般
に
エ
リ
ー
僧
正
の
持
つ
特
権
は
、
元
来

図
家
号
敷
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、

十
三
世
紀
頃
よ
り
懸
家
行
政
に
対
立
す
る
も
の
と
な

8盗（256）



り
、
次
第
に
強
化
し
て
く
る
王
の
巡
回
裁
量
、
州
知

窺
の
権
力
に
よ
り
圧
迫
さ
れ
、
尉
♂
o
臨
罠
嘗
を
除
い

て
、
蕾
の
様
な
冒
象
9
巳
帥
韓
ヨ
解
箕
翼
の
意
義
を
失

い
、
p
山
忌
駐
ぎ
牙
。
冒
導
薮
受
と
化
し
栗
て
、
英

国
国
家
行
政
載
判
組
織
め
強
化
と
共
に
、
十
三
世
紀

の
エ
リ
ー
の
特
権
は
国
の
大
き
な
機
構
の
一
部
と
さ

れ
行
き
、
征
服
王
の
原
則
、
葺
。
捜
。
ロ
窪
×
o
o
6
℃
0
5

銭
§
o
晩
署
一
一
ぎ
霊
夢
o
O
o
β
琴
域
。
巴
づ
、
一
二
】
誉
8
岡
　
ゼ

箸
鼠
乏
い
と
云
5
大
前
提
が
前
面
に
乾
霧
さ
れ
、
エ

リ
ー
僧
正
の
特
権
も
器
σ
q
千
弄
の
一
部
で
あ
る
と
云

弓
意
識
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
来
る
。

　
最
後
の
第
八
章
〉
山
ヨ
ぎ
鼓
「
註
9
回
で
は
、
当
時
の

穿
磯
。
く
ぎ
王
朝
の
強
力
な
行
政
改
車
及
び
法
σ
q
謀
霞
、

H
三
お
の
た
め
の
経
済
変
動
・
社
会
変
勤
に
対
す
る

た
め
に
、
エ
リ
ー
領
内
の
行
政
組
織
が
立
派
な
充
実

し
た
も
の
と
な
っ
て
来
る
纂
を
考
察
す
る
が
、
そ
の

組
織
の
頂
点
に
あ
る
僧
正
の
代
理
職
Q
厚
0
9
a
巨
は
、

元
来
僧
正
と
王
と
の
連
絡
…
を
務
め
つ
つ
領
内
の
行
政

を
運
営
し
て
行
く
者
で
あ
っ
た
が
、
十
三
世
紀
に
入

っ
て
次
第
に
㏄
窪
霧
9
巳
職
が
専
門
化
し
て
来
、
同

じ
入
物
が
王
の
も
陰
。
屋
・
・
畠
巳
に
な
っ
た
り
、
僧
正
の

浮
夢
路
託
に
な
っ
た
り
す
る
と
云
う
注
卜
す
べ
き

ク
皿
ノ
P
ジ
ー
を
泳
す
様
に
な
る
。

　
即
ち
、
此
れ
は
、
十
三
世
紀
当
嗣
時
の
行
政
組
織
の

充
笑
、
専
門
化
を
落
す
も
の
で
あ
る
と
岡
時
に
、
又

M
5
ぎ
葭
蝋
。
鼠
巳
8
算
筆
ぎ
間
ぞ
が
十
三
世
紀
の
強
力

な
｝
品
巽
ぎ
い
の
王
政
組
織
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
行

っ
た
事
を
意
昧
す
る
も
の
で
あ
り
、
斯
く
の
如
く
し

て
次
第
に
そ
の
封
建
酌
機
構
が
所
謂
ト
コ
讐
く
ぎ
王

朝
下
の
封
建
王
政
の
組
織
下
に
編
入
さ
れ
て
行
く
様

糧
が
画
き
…
嵐
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×

　
以
上
、
極
め
て
雑
然
と
紐
帯
様
に
一
、
“
・
零
ヨ
黛
の
力

作
を
紹
介
し
、
そ
の
価
値
を
半
減
せ
し
め
た
事
を
断

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
本
書
は
、
可
能
な
範
囲
内
の
原

史
料
を
駆
使
し
て
極
め
て
…
強
壮
的
に
論
述
し
、
十
「
二

世
紀
蓬
の
H
燐
冷
。
出
揺
落
の
祉
会
構
造
の
動
き
を
、

琶
。
竃
蓬
髪
と
云
う
局
所
に
唄
わ
れ
る
事
な
く
巧
み

に
分
析
し
た
文
字
慮
り
の
力
作
で
あ
り
、
私
達
に
多

く
の
示
唆
を
与
え
て
止
ま
な
い
も
の
が
あ
る
と
思

5
。
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